
 

 
 

 

 

平成 30年度 第 1回 
 

丹波市有償運送運営協議会 
 

資料(傍聴用) 
 

 

 

 

 



 報告（1） 

丹波市有償運送運営協議会 申請内容確認表 
 

 ［申 請 者］ 特定非営利活動法人 鴨庄 

 ［申請区分］ 軽微な事項の変更の届出等（公共交通空白地有償運送） 

 ［有効期間］ 平成 29年 6月 25日 から 平成 32年 6月 24日 
 

№ 項 目 H29更新登録時の申請概要 変更届出事項 

１ 運 送 主 体 

 兵庫県丹波市市島町喜多 1140番地１ 

 特定非営利活動法人 鴨庄 

   理事長  荻 野 喜 昭 

［変更なし］ 

２ 

運
送
対
象 

対 象  鴨庄地区の住民及びその関係者 ［変更なし］ 

形 態 
 運送の発地または着地のいずれかが 

 丹波市市島町鴨庄区域内にある 
［変更なし］ 

３ 

使
用
車
両 

使用車両 
 普通乗用車 １台 

 （ステーションワゴン 8人乗） 

 普通乗用車 １台 

（ステーションワゴン 10人乗） 

使用権原 

 使用する車両は、運送主体が使用権原

を有している 

 （自動車検査証により確認済） 

 使用する車両は、運送主体が

使用権原を有している 

（自動車検査証により確認済） 

４ 運 転 者 

 運転者 17名 

 （国土交通大臣が認定する講習を修了

した者） 

［変更なし］ 

５ 損害賠償措置 

 一般自動車共済：丹波ひかみ農業協同

組合 

（兵庫県基準以上の補償内容について

自動車共済証書により確認済） 

 車両変更手続済 

（兵庫県基準以上の補償内容に

ついて自動車共済移動承諾書に

より確認済） 

６ 運送の対価  乗車毎 200円 ［変更なし］ 

７ 管理運営体制 
 別紙「運行管理の体制等を記載した書

類（様式第 6号）」参照 
［変更なし］ 

８ 運行管理責任者 
 別紙「運行管理の体制等を記載した書

類（様式第 6号）」参照 
［変更なし］ 

９ 法 令 遵 守  別紙「宣誓書（様式第 3号）」参照 ［変更なし］ 

 

 








